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創業日は以下のとおりです。

・開業届に記載した開業日

・履歴事項全部証明書に記載された会社設立の日

・法人を設立し、個人で開業届を提出して開始した事業を継続している場合は、当該開業届に記載した開業日

本年度、展示会に2回出展する予定です。補助金の交付申請を２回行うことはできますか。または、２回分の展示会

をまとめて１回の申請とすることはできますか。

Q&A

補助金の申請は、同一年度内につき、１回です。また、複数回分をまとめて申請することはできません。１事業につ

き、１回のみの申請となります。

本年度に出展料を支払いましたが、開催日は翌年度です。補助対象となりますか。また、申請前に支払済みの経費

は補助対象経費となりますか。

開催日の属する年度に補助対象となります。原則、申請前に支払済みの経費については、補助対象経費となりませ

ん。また、消費税も補助対象経費となりません。ただし、申請年度前までに出展料を支払わなければならない等の場

合は、補助対象経費となります。

昨年度に出展した展示会は、補助対象となりますか。

対象となりません。また、展示会等の販路拡張事業の実施前に必ず申請してください。

なお、出展日が年度をまたいでいる場合は、最終日の属する年度が申請年度となります。その場合は４月１日に申

請をしてください。

（例：令和３年３月３１日～４月１日に出展　→　令和３年度に申請可能）

創業者については、「区内で創業して５年未満の者」とされていますが、申請日時点で５年未満であれば創業者に該

当するのでしょうか。

申請日を基準にします。

（例：平成29年4月1日開業した場合は、令和4年3月31日までが創業者に該当）

区外の事業者が区内に移転した場合、区内に移転した日を基準にして、創業者として補助申請を行うことはできます

か。


